
 

国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書    書類 
 

 
※整理番号  

 

（フリガナ） チヨダク カスミガセキ３－１－１ 

住 所 又 は居 所 
（法人の場合） 

本店又は主たる事務所の所在地 

千代田区霞が関３－１－１ 

    （電話番号  ０３－ ＸＸＸＸ－ＹＹＹＹ ） 

 平成 22 年 12 月 24 日 
（フリガナ） カスミショウジ カブシキガイシャ 

名 称 （ 屋号 ） 霞商事 株式会社  

法 人 番 号 
 

    
             

  麹町 税 務 署 長 殿 
（フリガナ） コクゼイ タロウ 

氏 名 
（法人の場合） 

代 表 者 氏 名 
国税 太郎 ○印   

 （所轄外税務署長） 

 税 務 署 長 殿 
（フリガナ） チヨダクオオテマチ△―△―△ 

 

（法人の場合） 
代 表 者 住 所 

千代田区大手町△―△―△ 
 

    （電話番号   ０３－ ＹＹＹＹ－ＹＹＹＹ ） 

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 

第 ４ 条 第 ２ 項  
の承認を受けたいので、同法第６条第２項の規定により申請します。 

第 ５ 条 第 ２ 項  

１  承認を受けようとする国税関係書類の種類、書類の保存に代える日及び保存場所等 

書 類 の 種 類 
書 類 の 保 存 に 代 え る 日 保 存 方 法 

納税地等（上段） 

保存場所（下段） 根拠税法 名 称 等 

法人税法 納品書（控） 23年４月１日 
電磁的記録 千代田区霞が関３－１－１ 

Ｃ Ｏ Ｍ 千代田区霞が関３－１－１ 

法人税法 送り状（控） 23年４月１日 
電磁的記録 千代田区霞が関３－１－１ 

Ｃ Ｏ Ｍ 千代田区霞が関３－１－１ 

法人税法 見積書（控） 23年５月１日 
電磁的記録 千代田区霞が関３－１－１ 

Ｃ Ｏ Ｍ 千代田区霞が関３－１－１ 

法人税法 請求書（控） 23年５月１日 
電磁的記録 千代田区霞が関３－１－１ 
Ｃ Ｏ Ｍ 千代田区霞が関３－１－１ 

  年  月  日 
電磁的記録  

Ｃ Ｏ Ｍ  

  年  月  日 
電磁的記録  

Ｃ Ｏ Ｍ  

  年  月  日 
電磁的記録  

Ｃ Ｏ Ｍ  

  年  月  日 
電磁的記録  

Ｃ Ｏ Ｍ  

  年  月  日 
電磁的記録  

Ｃ Ｏ Ｍ  

  年  月  日 
電磁的記録  

Ｃ Ｏ Ｍ  

 
税 理 士 署 名 押 印  ○印  

 
※ 

税
務
署
処
理
欄 

同 時 提 出 申 請 書 回 付 先 整 理 簿 

個人（消費）・資産・資料・法人（消費）・源泉 管理 
運営 

 個人・資産・資料・法人･源泉 
 

諸税・酒（               ） 諸税・酒・局（       ） 

通信日付印 確認印 みなし承認年月日 入力年月日 入力担当者 番号確認 （摘要） 

年  月  日  年  月  日 年  月  日    

（１／４）   

適用する条項を
選択してくださ
い。 

書類の場合、事業年
度の途中であっても、
「書類の保存に代え
る日」とすることがで
きます。 

承認を受けようと
する書類の保存義務
者が規程されている
税目の名称を全て記
載してください。 

FD、CD、DVD、サーバー等による保存     ⇒ 電磁的記録 

電子計算機出力マイクロフィルムによる保存 ⇒ ＣＯＭ 

「保存場所（下段）」欄には、各税
法において書類を保存することとさ
れている場所（以下、保存場所）を
記載します。 
なお、情報処理センターで処理し

ているなど保存媒体が遠隔地にある
場合であっても、当該電磁的記録を、
保存場所に設置されているディスプ
レイの画面及び書面に速やかに出力
できるときは、当該電磁的記録は保
存場所に保存等がされているものと
して取り扱われます（取扱通達４－
12）ので、その保存場所を記載しま
す。 

書類の保存に代える日の３
月前の日までに提出する必要
があります。 
（注）新設法人の場合、特例

があります。 

平成28年１月１日以
後提出する申請書の場
合、「法人番号」欄を記
載する必要がありま
す。 



２ 所轄外税務署長を経由して提出する理由（法第６条第６項の規定を適用しようとする場合） 

 

３ 設立の日（新たに設立された法人が、法第６条第２項ただし書の規定を適用しようとする場合） 

         年     月   日 

４  取りやめの届出書を提出し、又は取消しの通知を受けた国税関係書類の種類及びその年月日（この申請 

に係る国税関係書類について、電磁的記録等による保存の取りやめの届出書を提出し、又は承認を取り消

された後に、再び、承認を受けようとする場合） 

区    分 
対象となった書類の種類 届出書の提出 

年月日 対象となった保存方法 
根拠税法 名 称 等 通知書の受理 

取りやめ届出 
  年  月  日  電磁的記録・ＣＯＭ 

取 消 し 通 知 

取りやめ届出 
  年  月  日  電磁的記録・ＣＯＭ 

取 消 し 通 知 

取りやめ届出 
  年  月  日  電磁的記録・ＣＯＭ 

取 消 し 通 知 

５  承認を受けようとする国税関係書類の作成に使用する電子計算機の概要 

区     分 メ ー カ ー 名 機 種 名 台 数 運用形態 
設 置 場 所 

(委託運用の場合は、委託先の名称及び所在地) 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌﾟﾘﾝﾀ 
▲▲▲㈱ ＡＡＡＡＡ １ 

台 
自   己   ・   委   託  

〔委託先〕▲▲▲㈱ 
神奈川県横浜市中区山下町△―△ (          ) 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌﾟﾘﾝﾀ 
㈱△△△ ＢＢＢＢＢ 35 

台 
自   己   ・   委   託 千代田区霞が関３－１－１ 

(          ) 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ ﾌﾟﾘﾝﾀ 
●●●㈱ ＣＣＣＣＣ ８ 

台 
自   己   ・   委   託 千代田区霞が関３－１－１ 

(          ) 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌﾟﾘﾝﾀ 
   

台 
自   己   ・   委   託  

(          ) 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌﾟﾘﾝﾀ 
   

台 
自   己   ・   委   託  

(          ) 

６  承認を受けようとする国税関係書類の作成に使用するプログラムの概要 

区    分 
市販プログラムの場合 市販プログラム以外の場合 

備     考 
メ ー カ ー 名 商 品 名 等 所 有 者 名 等 プログラム言語 

自 己 開 発 ・ 委 託 開 発 ・ 市 販 
  霞商事㈱ ＣＯＢＯＬ 

千代田区霞が関 
３－１－１ (  業務システム  ) 

自 己 開 発 ・ 委 託 開 発 ・ 市 販 
㈱▲▲▲ ＤＤＤＤＤ   

神奈川県横浜市 
中区山下町△―△ (  会計システム  ) 

自 己 開 発 ・ 委 託 開 発 ・ 市 販 
     

(        ) 

自 己 開 発 ・ 委 託 開 発 ・ 市 販 
     

(        ) 

自 己 開 発 ・ 委 託 開 発 ・ 市 販 
     

(        ) 
  

（２／４）      

データの保存媒体として使用している電子計
算機について、その設置場所を記載できない場
合は、その理由を「８ その他参考となる事項」
欄に記載してください。 

市販プログラムの場合
は、メーカーの住所を、市
販プログラム以外の場合
は、所有者の住所を備考に
記載してください。 



７ 財務省令に定める要件を満たすためにとろうとする措置 

 《注意事項》  
    

  １ 法第４条第２項（電磁的記録による保存）の承認を受けようとする場合は、⑴から⑶に掲げる

事項について記載する必要があります。 

 ２ 法第５条第２項（ＣＯＭによる保存）の承認を受けようとする場合は、⑴及び⑷から⑻に掲げ

る事項について記載する必要があります。 
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⑴ システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置（第３条第１項第３号関係） 

 ☑  次の名称の書類を備え付ける。 

  ①  システムの概要を記載した書類 

  
システム基本設計書、システム概要書、データフロー図 

 

  ② システムの開発に際して作成した書類 

  

システム仕様書、システム設計書、ファイル定義書、プログラム仕様書、プログラムリスト 

 

  ③  システムの操作説明書 

  

システム操作マニュアル 

 

  ④ 電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類（又は処理委託契約書）及び電磁的記

録の保存に関する事務手続を明らかにした書類 

 経理規程、システム運用規程、電子計算機業務運用規定、電磁的記録保存規程 
サーバ運用委託契約書 

 

電

磁

的
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に
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に
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の
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（
Ｃ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
保
存
の
一
部
に
も
該
当
） 

⑵ ディスプレイ及びプリンタの備付け並びに出力に関する措置（第３条第１項第４号関係） 

 ☑ 電磁的記録の保存をする場所に出力のための電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリ

ンタを備え付けて、電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょう

な状態で出力することができるようにする。 

 □  上記以外の方法による。 

   

⑶ 検索機能の確保に関する措置（第３条第１項第５号、第３条第２項関係）  

 ☑  記録項目を検索の条件として設定することができる。 

 検索の条件として設定することができる記録項目 主 な 書 類 名  

 ☑取 引 年 月 日  □ □ □ 納品書（控）  

 ☑送付年月日 □ □ □ 送り状（控）  

 ☑見積年月日 □ □ □ 見積書（控）  

 ☑請求年月日 □ □ □ 請求書（控）  

 □ □ □ □   

 ☑ 日付けに係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができる。 

Ｃ 
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⑷ ＣＯＭの作成等に関する事務手続関係書類等の備付けに関する措置（第４条第１項第１号関係） 

 □  ＣＯＭの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類として次の名称の書類を備え付け

る。 

   

 □  ①保存義務者（又は事務責任者）の電磁的記録が真正に出力され、ＣＯＭが作成された旨を証

する記載及び記名押印、②ＣＯＭの作成責任者の記名押印、③ＣＯＭの作成年月日が記載された

書類を備え付ける。 

⑸ ＣＯＭの索引簿の備付けに関する措置（第４条第１項第２号、第４条第２項関係） 

 □ 書類の種類などを特定し、対応するＣＯＭを探し出すことができる索引簿を備え付ける。 

 □ 索引簿の備付けに代え、ＣＯＭフィッシュのヘッダーに所要の事項を出力し、これをフィッシ

ュアルバムに整然と収納する。 

 □ 上記以外の方法による。 

   

 
（３／４）   

とろうとする措置に応
じて☑してください。 

検索機能を確保するため
の措置として、全ての設定
をすることができる必要
があります。 
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⑹ ＣＯＭの索引の出力に関する措置（第４条第１項第３号関係） 

 □ ＣＯＭごとの記録事項の索引をそれぞれのＣＯＭに出力する。 

⑺ マイクロフィルムリーダプリンタの備付け及び出力に関する措置（第４条第１項第４号関係） 

 □ ＣＯＭの保存をする場所に出力のためのマイクロフィルムリーダプリンタを備え付けて、ＣＯ

Ｍの内容をマイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな

状態で出力することができるようにする。 

 □  上記以外の方法による。 

   

   

⑻ ３年間の電磁的記録の並行保存又はＣＯＭの検索機能の確保に関する措置（第４条第１項第５号

関係） 

 ※  次の措置をとろうとする場合は、上記⑵又は⑶についても記載してください。 

 □  上記⑵及び⑶の措置をとって電磁的記録を保存する。 

 □  上記⑶の機能に相当するＣＯＭの記録事項の検索をすることができる機能を確保する。 

 □  上記以外の方法による。 

   

 

８ その他参考となる事項 

・ 子会社である大手前商事㈱（大阪市北区）も同一のシステムを利用し、申請書を同時に提出してい
ます。 

・ この申請に係る担当部署：財経部経理課、電話番号03－XXXX－XXXX 
 

 

添  

付 

書 

類 

○1   電子計算機処理システムの概要を記載した書類 

○2  電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類（当該電子計算機処理を他の者に委託

している場合には、その委託に係る契約書の写し） 

３ 記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類 

 
  （４／４） 

参考となる事項等を記
載してください。 


